
 
 
 
 
 
いつも皆様方には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。 
当法人の広報誌「Doctors Note」第3号をお届け致し
ます。 
 
 ４月１４日に発生した熊本地震により、被災された
皆様におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。
また、お亡くなりになられた方々のご冥福を、心より
お祈り申し上げます。 
 
 私は勤務医時代、救命救急の最前線におりました。
日中夜間を問わず、心肺停止状態の患者様が次々に運
び込まれます。懸命に蘇生を行っても、残念ながら助
けられなかった方も、大勢見届けてきました。そのた
びに抱く、やるせない思い・・・私は今でも忘れるこ
とはできません。 
熊本地震直後から、多くの自衛隊員の方々が、安否不
明の方の捜索や懸命の救助活動を行っていらっしゃい
ました。また被災地において、重いご病気を抱える患

者様の命を水際で支える医療機関の存在も、見過ごす
わけにはいきません。本当に頭が下がるとともに、勤
務医時代に数多くの重篤患者様を対応してきたことと
が重なり、私は断腸の思いで一杯になります。 
 被災地の一日も早い復旧・復興を、心よりお祈り申
し上げます。 
 
医療の世界では、2年ごとに診療報酬改定が行われ、本
年度はその改定年にあたります。 
在宅医療においても、改定により大きな影響を受ける
ことになりました。今回の改定は、「地域包括ケア」
を推進しようとする厚生労働省の意向と、逆行してい
るのではないかと思うほどです。 
反面、「より重度の患者様への診療を積極的に行う診
療所を評価する」という部分も鑑みると、開業後一貫
して重篤患者様への診療を推進してきた当クリニック
の方向性は、決して間違っていないという確信も持つ
ことができました。 
診療報酬改定は、良きも悪しきも医療経営に大きな影
響を及ぼします。しかし、いかなる改定があろうが、
地域に根差し、医療・介護業界の皆様とともに、「自
宅で生きる」を支えていくことに、私たちは一点の曇
りも迷いもありません。 
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【「在宅がん医療総合診療」をご存知ですか？】 
通院が困難な末期の悪性腫瘍患者様に対しては、訪問診療と訪問看護を組み合わせた頻回の訪問が可能です。 
往診・訪問看護・処置・注射等がひとまとめにできますので、きめ細かい医療が受けられます。また、訪問看護療
養費も含まれております。 
週4日以上訪問できなかった場合は、出来高でのご請求となります。 
詳しくは、当クリニック職員におたずね下さい。 

◎基本料金 
（保険種別・または週による処方の有無により、料金は異なります） 

＜1割負担の方の場合＞ 
処方された週・・・1日あたり1,650円～1,800円 
処方されなかった週・・・1日あたり1,850円～2,000円 

◎高額療養費制度の対象になる診療です。 
＜70歳以上の方の自己負担限度額＞ 
（1ヶ月） 
1割負担の方・・・12,000円 
3割負担の方・・・44,400円 
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前回後見人の職務について、家庭裁判所（以下「家裁」と
いう。）の監督を受けることをご説明しましたが、今回は
具体的な監督の仕組みについてご案内したいと思います。 
 
＜家裁の監督権限＞ 
①家裁はいつでも成年後見人に対し、後見事務の報告、財
産目録の提出を求め、②後見事務、財産の調査をすること
ができ、③財産の管理その他の後見事務に関して必要な処

分を命じることができる、とされています。 
例えば、後見人に対し家裁へ定期報告するよう定めたり、
財産の管理方法を指定したりすることなどがあげられます。
また、その職務に疑問がある場合は後見人に事情を直接聞
くことや、家裁の調査官に調査させることができます。さ
らに、本人の介護について必要な手配をするよう指示をす
るということも考えられます。 
＜後見監督の実際＞ 
成年後見人は就任後、財産目録及び収支の予定を家裁に提
出します。家裁はこれにより監督の必要性と程度を把握し
ます。その後も事案に応じて事務の報告をさせ、後見人の
仕事ぶりをチェックし、報告に疑問があれば後見人に事情
聴取したり、調査をしたります。また、親族等から苦情が
あれば必要に応じて調査し、苦情に理由があれば後見人の
指導もします。親族と後見人に意見の相違がある場合はそ
の調整をすることもあります。 
このように家裁の監督のもと、後見制度は利用者の権利保
護に寄与しているといえます。 

司法書士 清澤晃先生が教えます！ 

成年後見人に対する 
監督の仕組み 

［連載第三回］ 

 

 

 

 

 

 

 

私は東海大学医学部を卒業後、２００５年まで主として東

海大学病院・血液内科に勤務し、その後は神奈川県開成町

の「高台病院」にて、医療療養病棟を担当しておりました。

２０１４年９月より、当クリニックに常勤医師として勤務 

 

しております。 

在宅医療は病院や外来クリニックと違い、一般在宅や施設

への訪問をする性質上、誤解や不安を与えないような診療

を特に心がけております。 

ご自宅で、私が来るのを心待ちにしてくれている患者様が

たくさんいらっしゃいます。大変うれしく思いますし、何

よりのやりがいです。ただ、同時に重い責任も伴いますの

で、気を引き締めております。 

在宅での生活に不安を抱えている方、是非一度ご相談下さ

い。親身になってご相談に応じます。どうぞよろしくお願

い致します。 

 

スタッフ紹介 

池田 鉄輔 先生 
いけだ  てつすけ 

お読みいただきありがとうございました。 

医療法人社団恵怜会 山本クリニック TEL. 046-219-4165 

困っている人を助けた時に、こころがあたたかくなって、 

そのときにわかったんだ。ぼくが何のために生まれてきたのか、 

何をして生きていくか、何がぼくの幸せかって・・・ 

誰にでもわかる 

成年後見制度 

清澤司法書士事務所 代表司法書士 
清澤 晃 先生 

清澤司法書士事務所  
公式HP http://ak-houmu.com/ 
ご質問、お問い合わせはお気軽に！ 

（アンパンマン） 

国民的アニメである「アンパンマン」。作者の故・やなせたかし先生は、自身が戦時中に飢えに苦しんだ実体験から、

「困っている人、飢えに苦しむ人を助ける」というコンセプトで、アンパンマンを描いたそうです。 

東日本大震災が起こった際、子供が安心できるように、ラジオのリクエストで「アンパンマンのマーチ」を流してほしい

というリクエストが殺到し、それを聞いた多くの方が涙し、希望をもらったとのこと。 

夢と希望と勇気を与えてくれるアンパンマン。熊本地震で被災された方にも、そうあってほしいと願うばかりです。 

山本クリニック 常勤医師 

長崎県出身 Ａ型 かに座 
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